
方書表示の申請をされた方へ 

住所表示の変更手続きが必要な各窓口をご案内します。 

担当窓口 住所表示の変更手続きがあるもの 必要なもの 

１階③,④番 

戸籍住民係 

☏2-8560 

□ マイナンバーカード（お持ちの場合のみ） 
・マイナンバーカード 

・暗証番号 

□ 在留カード等（お持ちの場合のみ） ・在留カード等 

1 階⑤,⑥番 

国保年金係 

☏2-8560 

□ 国民健康保険 
・保険証 

・来庁者の本人確認書類 

□ 子ども等医療（中学生以下のお子様） 
・受給資格証 

・来庁者の本人確認書類 

□ 後期高齢者医療（75 歳以上の方） 
・保険証 

・来庁者の本人確認書類 

□ 限度額適用認定証（お持ちの場合のみ） 
・限度額適用認定証 

・来庁者の本人確認書類 

1 階①番 

児童福祉係 

☏2-8577 

□ 児童手当 ・受給者の印鑑（代理人の場合） 

1 階①番 

地域福祉係 

☏2-8561 

□ 福祉医療      □ 自立支援医療 
・福祉医療証  ・印鑑 

・自立支援医療受給者証 

□ 障がい者手当    □ 障がい者手帳 
・障がい者手帳 

・印鑑 

 


